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中
標
津
町
長
３
期
目
の

就
任
に
あ
た
っ
て

中
標
津
町
長
　
西
　
村
　
　
穣ゆ

た
か

　
こ
の
度
の
任
期
満
了
に
よ
る
町
長
選
挙
に
お
き
ま
し

て
、
町
民
の
皆
様
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
温
か
い
ご

支
援
を
い
た
だ
き
、
無
投
票
当
選
に
よ
り
引
き
続
き
３

期
目
の
町
政
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
改

め
て
そ
の
責
任
と
職
責
の
重
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思

い
で
あ
り
ま
す
。

　
１
期
目
は
町
立
中
標
津
病
院
の
経
営
改
革
、
２
期
目

は
コ
ロ
ナ
対
策
を
中
心
に
取
り
組
み
な
が
ら
、「
町
民

と
一
緒
に
考
え
、
共
に
作
る
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
ま
ち
づ

く
り
」
を
基
本
に
、
私
の
ま
ち
づ
く
り
の
メ
イ
ン
テ
ー

マ
で
あ
り
ま
す
「
住
み
や
す
さ
№
１
の
ま
ち
」
を
目
指

し
て
、
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
誠
心
誠

意
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
３
期
目
に
お
き
ま
し
て
も
、
持
続
可
能
で
活
気
あ
る

中
標
津
町
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
、
１
期
目
か
ら
の

最
重
要
課
題
で
あ
る
「
人
口
減
少
問
題
」
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
未
来
を
築
く
た
め
の
町
政
運
営

に
全
力
を
投
じ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
私
の
政
策
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
り
ま
す
、
利
便
性

が
高
く
住
み
や
す
い
と
い
う
「
中
標
津
ら
し
さ
」
を
継

続
・
発
展
さ
せ
る
た
め
、「
産
業
・
経
済
づ
く
り
」、「
安

心
と
生
き
が
い
づ
く
り
」、「
住
み
や
す
さ
づ
く
り
」、「
未

来
づ
く
り
」
と
い
う
四
本
の
柱
を
基
本
理
念
と
し
て
掲

げ
、
引
き
続
き
職
員
と
一
丸
と
な
り
取
り
組
ん
で
ま
い

り
ま
す
。

　
全
国
的
な
課
題
で
あ
る
人
口
減
少
対
策
は
、
す
ぐ
に

効
果
が
表
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期
的
な
視
点
を

も
っ
て
政
策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
直
面
す
る
少
子
高
齢
化
社
会
に
適
応
し
た
、

持
続
可
能
な
町
政
運
営
も
求
め
ら
れ
て
お
り
、
必
要
な

施
設
や
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
提
供
す
る
た
め
に
も
、
今

後
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
適
切
な
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ

（
規
模
の
縮
小
）
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
課
題
が
あ
る
中
、
将
来
を
見
据
え
、
中
標

津
の
あ
る
べ
き
姿
と
進
む
べ
き
道
を
し
っ
か
り
と
見
定

め
、
町
民
の
皆
様
並
び
に
議
会
議
員
の
皆
様
と
の
議
論

を
重
ね
、
共
通
の
認
識
と
理
解
の
下
に
、
地
域
の
実
情

に
沿
っ
た
、
持
続
可
能
な
町
政
運
営
を
展
開
し
て
い
く

所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
同
様
、
町
民
の
皆
様
の
ご
支
援
と
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
３
期
目
の
就
任

に
あ
た
り
ま
し
て
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■生 年 月 日：	昭和30年９月16日（69歳）

■趣 味：囲碁、釣り、ギター、
　　　　　　　シカ肉料理

■好きな言葉：勇気

■家 族：妻、二男一女

■お 酒：飲みます

■た ば こ：吸いません

昭和49年３月　中標津高校　卒業
昭和53年３月　東京農業大学　卒業
昭和54年４月　中標津町役場　勤務
平成４年４月　	教育委員会社会教育課青少年教育係長
平成８年４月　	企画調整部企画課計画推進係長
平成９年４月　	経済部農林課農務係長
平成14年４月　	総務部企画財政課企画係長
平成17年４月　	総務部企画財政課主幹　兼　総務課主幹
平成18年４月　	経済部経済振興課長　兼　空港対策室長
平成21年４月　経済部長
平成28年３月　	中標津町役場　定年退職
平成28年４月　根室町村会事務局長
平成28年７月　	根室町村会事務局　退職
平成28年９月　	中標津町長就任

～西村町長の略歴～ ～西村町長の素顔～
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問い合わせは、総務課 総務係（直通 ❸73-3111）まで。

　中標津町役場では、令和６年10月１日㈫より、町民のみなさんの利便性向上を図るため、各担当係に直通電話（ダ
イヤルイン）を導入し、役場庁舎内の各部署へ直接お問い合わせをいただくことができるようになりました。
　新たに付番される電話番号は、以下のとおりとなっていますので、ご用の際は、業務内容をご確認の上、お問い合
わせください。（わからない場合は代表電話【❸73-3111】へお掛けください）

中標津町役場庁舎内直通電話（ダイヤルイン）が導入されました中標津町役場庁舎内直通電話
10月1日

より

課 係 業　　務　　内　　容 電話番号
総務課 総務係・選挙管理委員会 条例規則、庁舎管理、選挙に関すること 73-3111

職員係 職員に関すること 74-0757
広報調査係・町史編さん係 広報に関すること、町史編さんに関すること 74-0763
情報システム係 情報公開、個人情報保護、マイナンバー制度に関すること 74-0765
防災係 防災および国民保護に関すること 74-0768

政策推進課 企画調整係 町の施策、計画に関すること、北方領土対策に関すること 74-0726
ふるさと応援係 ふるさと納税に関すること 74-0727
協働推進係・北方領土対策係 協働のまちづくり推進、男女共同参画、北方領土対策に関すること 74-0728

財政課 財政係 財政に関すること 74-0723
契約用度係 競争入札参加資格・入札・契約に関すること 74-0724

税務課 住民税係 町税等に関すること 74-0752
資産税係 固定資産税・都市計画税に関すること 74-0753

納税係 収納係 町税等の収納管理に関すること 74-0754
生活課 交通町民相談係 交通安全運動、町有バス、防犯灯・街路灯、人権擁護に関すること 74-0889

環境衛生係 ごみ、リサイクル、墓地、畜犬登録に関すること 74-0890
全町内会連合会 町内会、地区会の加入に関すること 74-0891
消費生活センター 消費生活相談に関すること 74-0892

住民保険課 国保・高齢者医療係 国民健康保険・後期高齢者医療保険に関すること 74-0844
保険年金係 国民年金に関すること 74-0845
戸籍住民係 転入・転出、パスポート、マイナンバーカードに関すること 74-0846

福祉課 社会福祉係 生活保護、社会福祉団体、高齢者福祉等に関すること 74-0884
障がい福祉係 障がい者福祉に関すること 74-0885

介護保険課 介護保険係 介護保険に関すること 74-0863
介護認定係 要介護認定・要支援認定等に関すること 74-0865
介護支援係 介護予防、地域包括支援センターに関すること 74-0867

子育て支援課 保育給付係 保育所、児童手当、乳幼児・ひとり親家庭に関すること 74-0894
子育て支援係・児童会館管理係 子育て支援事業、児童会館に関すること 74-0895

農林課 農務係 農業振興に関すること 74-0492
林務係 林業振興に関すること 74-0493
畜産係 畜産振興、町営牧場に関すること 74-0494
自然環境係 野生鳥獣、畜犬および野犬掃とうに関すること 74-0495

経済振興課 商工労働係 商業および工業の振興に関すること 74-0463
観光振興係 観光宣伝、観光施設の整備・維持管理に関すること 74-0464
地域振興係・空港対策係 企業誘致、空港利用促進、多文化共生、国際交流に関すること 74-0465
CIR（国際交流員） 外国人からの相談対応に関すること 74-8400

管理課 管理係 町道、橋、河川、公園の維持管理、除雪に関すること 74-0930
建設課 事業推進係 公共土木施設の整備に関すること 74-0952

用地係 地籍、用地問題に関すること 74-0953
管財係 町有財産に関すること 74-0954

都市住宅課 都市計画・景観係 都市計画、景観、空家等対策に関すること 74-0965
住宅係 町営住宅に関すること 74-0966
建築指導係 建築確認申請に関すること 74-0967

上下水道課 業務係 水道・下水道料金、受益者負担金、水道契約・解約・変更の申し込みに関すること 74-0970
水道係 水道の管渠（きょ）および施設に関すること 74-0971
下水道係 下水道の管渠（きょ）および施設に関すること 74-0972

出納室 出納係 町税等の納付、その他出納に関すること 74-0901
農業委員会 庶務係 農業者年金に関すること 74-0902

農地係 農地の利用調整に関すること 74-0903
議会事務局 総務係・議事係 議会に関すること 74-0912
監査委員事務局 監査委員事務局 監査に関すること 74-0913
教育委員会管理課 総務係 教育行政に関すること 74-0141

学校施設係 学校施設に関すること 74-0142
学校教育課 学校教育係 学校教育、特別支援教育、青少年教育に関すること 74-0143

学務係 教材教具、就学援助、転入学に関すること 74-0144
社会教育課 社会教育係 社会教育、スポーツに関すること 74-0174

学芸係 文化財保護、郷土館に関すること 74-0175
指導室 指導室 学習指導、生徒指導に関すること 74-0176
中標津町森林組合 77-9101
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　職員の給与は、基本給（給料）と扶養手当、住居手当、
期末・勤勉手当（賞与）などの諸手当で構成され、町議
会の議決を経て定められています。初任給の状況および、
一般行政職の経験年数・学歴別平均給料月額の状況は表
５、諸手当の状況は表６のとおりとなっています。
　また、町議会議員の報酬や町長など特別職の給料は、
町内各団体などの代表者からなる特別職報酬等審議会の
答申を受け、町議会の審議を経て条例で定められていま
す。現在の状況は表７のとおりです。

表１　令和６年度の採用状況 ４月１日現在

区　　分 競　争　試　験 その他 小計大学 短大 高校 その他

一　般
行政職

事務職 4 3 6 13
技術・
専門職 1 1
労務職

教　育　職 2 2
病 院 関 係 4 2 6
合　　　計 4 4 4 6 4 22A

・定年退職～	地方公務員法第28条の６第１項および同法第28条の７
第１項の規定による退職

・早期退職～早期退職募集制度による退職
・普通退職～自己都合による退職
・再 任 用～再任用職員任期満了による退職
・分限免職～地方公務員法第28条第１項の規定による免職
・懲戒免職～地方公務員法第29条の規定による免職
・失　　職～地方公務員法第28条第４項の規定による失職

表２　令和５年度の退職等状況
区　　分 退　　職 免　職 失職 小計定年早期 普通 死亡 再任用 分限 懲戒

一　般
行政職

事務職 2 8 1 1 12
技術・
専門職 2 2
労務職

教　育　職 3 1 4
病 院 関 係 15 15
合　　　計 2 28 1 2 33B

　町職員の給与は、職務に応じた給料と諸手当から構成され、国や
ほかの地方公共団体の給与との均衡を考慮し、町議会で議決された
「中標津町職員の給与に関する条例」によって決められています。
　職員の給与内容を町民のみなさんにご理解をいただくため、職員
数の状況と併せてその概要をお知らせします。

　募集する職種や採用者数は、退職者の状況により毎年
異なりますが、令和６年４月１日には22人を採用して
います（表１）。なお、令和５年度中に退職した職員は
33人です（表２）。表４　職員数の状況 各年度４月１日現在

区　分 職　員　数 増減数 主な増減理由令和５年度令和６年度

一
般
行
政
部
門

議 会 3 3 0
総 務 46 47 1 総務一般スタッフの増
税 務 14 14 0
民 生 40 41 1 子育て支援スタッフの増
衛 生 21 19 ▲2 衛生・保健スタッフの減
労 働 1 1 0
農林水産 18 18 0
商 工 4 5 1 商工スタッフの増
土 木 23 22 ▲1 土木スタッフの減

教育部門 62 61 ▲1 高等学校教員の減
その他※１ 20 20 0
小　　計 252 251 ▲1

公
営
企
業

病 院 195 188 ▲7 医師、看護スタッフの減

水 道 8 8 0

下水道 4 3 ▲1 事務スタッフの減

簡易水道 2 2 0

小計 209 201 ▲8

合 　 計 461 452 ▲9 年度途中採用者２人C
452＝461＋C－B＋A

※１　国保、介護、後期高齢事業の特別会計職員
　町では中標津町職員研修規則に基づき、年度当初に研
修計画を立て各種研修を実施しています。

　職員定数は、常勤職員を任用できる限度として町議会
の議決を経て条例で540人と定められています。職員数
の状況は表４のとおりです。

表３　令和５年度研修実績
主　催　者 受講者数 研　修　内　容

北海道市町村職
員研修センター 11 管理指導能力研修、専門実務

研修、能力開発研修
市町村職員中央研修所 1 市町村税徴収
北海道市町村振興協会 3 市町村職員政策研修会、国内

先進地事例研修
町 村 会 52 新規採用職員研修、接遇マナー研修、初級職

員研修、政策法務研修、研修講師養成研修等
中 標 津 町 26 新規採用職員研修、ミドルマネー

ジャー研修、資格更新研修
合　　　計 93

１．任　　　免３．職　員　数

４．給与の状況

２．職 員 研 修

町職員の給与と
職員数のあらまし
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表６　諸手当の内容	 令和６年４月１日現在
区　分 内　　　　容 国の制度

との比較
扶　養
手　当
（月額）

○配偶者、父母等	････ 6,500円
○子	･･････････････ １人10,000円
　	満16歳～満22歳までの子１人につき5,000円を加算

同

住　居
手　当
（月額）

借家（家賃16,000円を超える場合）
：：家賃額に応じて28,000円を限度 同

通　勤
手　当
（月額）

【通勤距離２キロ以上に限る】
交通機関利用者は運賃額に応じて55,000
円を限度
交通用具（自家用車等）使用者は、通勤距離
に応じて31,600円を限度

同

期　末
・
勤　勉

手　当

【６月期】
○期末手当････････ 1.225月分
○勤勉手当････････ 1.025月分
【12月期】
○期末手当････････ 1.225月分
○勤勉手当････････ 1.025月分
※役職に応じて役職加算があります。

同

管理職
手　当
（月額）

○部長職	･･･････････ 47,000円
○次長職	･･･････････ 37,000円
○課長職	･･･････････ 35,000円

異

時間外
勤務手当

令和５年度実稼動職員１人当たり
平均支給月額	･･････ 26,700円 同

特　殊
勤　務
手　当

○防疫等作業に従事する職員
：：2,000円/日

○行旅死亡人の取扱業務に従事する職員
：：3,000円/日

○野犬掃討業務に従事する職員
：：500円/日

異

寒冷地手当
（月額）

支給期間11月～３月
扶養家族の状況に応じて

：：10,340円～26,380円
同

退　職

手　当

【自己都合退職】
○勤続20年	･･････19.669500月分
○勤続25年	･･････28.039500月分
○勤続35年	･･････39.757500月分
※最高限度	･･････47.709000月分
【定年退職】
○勤続20年	･･････24.586875月分
○勤続25年	･･････33.270750月分
○勤続35年	･･････47.709000月分
※最高限度	･･････47.709000月分

同

表５　一般行政職員の初任給および経験年数･学歴別平均給料
令和６年４月１日現在

区　分 初任給
経　験　年　数 平均給料

月　額
平均
年齢10年以上

15年未満
15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

大学卒
円 円 円 円 円 歳

196,200 270,300 299,200 343,200 272,300 36.0

高校卒 166,600 243,300 267,500 307,200 301,700 40.8

表７　特別職の報酬の状況	 令和６年４月１日現在
区分 特　 別 　職 町 議 会 議 員

町　長 副町長 教育長 議　長 副議長 議　員
給料・報酬
月　額

円 円 円 円 円 円

847,000 679,000 611,000 306,000 245,000 200,000

期末手当 年間　4.50月分 年間　4.50月分

表11　退職者の再就職状況	 令和５年度退職者

離
職
時

の
　
　
職

退
職
者
数

再　　就　　職　　先 再
就
職
者

合
　
　
計

町
再
任
用

職
　
　
員

町
会
計
年
度

任
用
職
員

地
方
公
共

団
体
等

非
営
利

法
　
　
人

営
　
　
利

法
　
　
人

そ
の
他

部長職 0

課長職 1 1 1

計 1 1 1

問い合わせは、総務課 職員係（直通 ❸74-0757）まで。

※表中の時間数は、代表的な勤務時間です。

表８　勤務時間の状況	 令和６年４月１日現在
勤務時間
(１週間)

勤 務 時 間 等 の 割 振 り
始　業 終　業 休憩時間 週休日

38時間45分 ８時30分 17時15分 60分 土曜日・日曜日

※	各日数は、１月１日～12月31日までの全期間に在職した一般行政部
門職員の合計です。

表９　年次有給休暇の状況	 令和５年
総取得日数 全期間在職職員数 １人当たり平均取得日数

2,277日 224人 10.2日

　職員の勤務時間や休暇制度に関しては、町の条例・規
則で定められています。勤務時間や年次有給休暇の取得
状況は表８、表９のとおりです。

５．勤務時間その他の勤務条件

表10　公務災害等の発生状況	 令和５年度
区　　分 一般行政部門 教 育 部 門 公営企業部門

公務災害 ０件 １件 ４件

通勤災害 ０件 ０件 ０件

　職員の健康保持増進を目的に健康診断（総合健診・
定期健診）、相談、セミナー開催など各種事業を実施し、
さらに、衛生委員会を設置して職場における健康安全管
理の指導、啓発、ストレスチェックを行なっています。

６．職員福利厚生

　分限処分は、職員が心身の故障等のため職務を十分に
果たすことができない場合に、公務の効率的な運営を確
保することを目的として行う処分（降任・免職・休職）
をいいます。また、懲戒処分は公務員の秩序を維持する
ための義務違反に対する制裁措置（戒告・減給・停職・
免職）をいいます。
　令和５年度については、分限処分および懲戒処分はあ
りませんでした。

7．分限処分および懲戒処分

８．再就職状況
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財政の健全性を表す比率についてお知らせします

目的税の使途状況についてお知らせします

１　早期健全化・財政再生に関する比率（令和５年度健全化判断比率）

令和５年度

２　公営企業の経営健全化に関する比率（令和５年度資金不足比率）

　深刻な財政状況に陥る前の早い段階に財政の健全化を図る目的で、平成19年６月に「地方公共団体の財政
の健全化に関する法律」が公布されました。この法律によって、各年度決算に基づき算定した財政の健全性を
表す比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）と公営企業の経営の健全性を
表す比率（資金不足比率）を監査委員の審査を受けたうえで議会に報告し、公表することとなっています。
　中標津町においては、いずれの比率も国の基準を下回る健全財政の範囲内にありますことから、引き続き健
全な行財政の運営に努めていきます。

町税の中で、使途が定められている目的税（都市計画税・入湯税）の収入額および充当事業は次のとおりです。

指　標　名 説　　　　　　明
実 質 赤 字 比 率

【－】
早期	13.56％
財政	20.00％

一般会計等の赤字額を用いた比率で、財
政運営の深刻度を表します。令和５年度
は赤字ではないのでグラフにはありませ
ん。

連 結 実 質 赤 字 比 率
【－】

早期	18.56％
財政	30.00％

全会計の赤字黒字の合算値を用いた比率
で、町全体の財政運営の深刻度を表しま
す。令和５年度は赤字ではないのでグラ
フにはありません。

実質公債費比率
【12.3％】
早期	25.0％
財政	35.0％

借入金の返済額とこれに準じる額の合算
を用いた比率（３か年平均値）で、資金
繰りの危険度を表します。
令和５年度の値は12.3％でした。

将 来 負 担 比 率
【85.3％】
早期	350.0％

借入金の残高や将来支払う可能性のある
負担など、現時点での負債額を用いた比率
で、将来の財政負担の影響度を表します。
令和５年度の値は85.3％でした。

特　別　会　計　名 資金不足比率 経営健全化
基　　　準 説　　　　　　　　明

水 道 事 業 会 計 －

２０.０％
事業規模に対する資金不足額の比率であり、公営企業
の経営状況の深刻度を表します。令和５年度は、算定
対象となる４つの公営企業会計全てにおいて、資金不
足が生じていないため、「－」で示しています。

簡 易 水 道 事 業 会 計 －
下 水 道 事 業 会 計 －
町立中標津病院事業会計 －

税　　目 令和５年度収入額 事　　業　　内　　容 事　業　費

都市計画税 １億５,１７６万円
公共下水道整備事業 ３億１,２５６万円
地方債償還（公園、下水道） ４億９,９００万円

小　　　　　　　　計 ８億１,１５６万円

入　湯　税 １,２４２万円

環境衛生施設整備事業（一般廃棄物処理設備） ２,６６８万円
消防施設等整備事業（空気呼吸器ボンベ等整備） ２３９万円
観光施設整備改修事業（開陽台整備関連事業） ４７０万円
観光振興対策経費（観光協会補助） １,４２１万円

小　　　　　　　　計 ４,７９８万円

実質公債費比率および将来負担比率の推移

350%

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

将来負担比率
実質公債費比率

早期健全化基準値 

年度R５

85.3%

R４

72.7%

12.5%

91.5%

13.5%

R２ R３

87.5%

11.9%

95.6%

13.2%

74.6% 83.7%

49.5%

8.6%
10.5%

8.9%

H28 H29 H30 R１H27

74.4%

12.9% 12.3%

※「早期」＝早期健全化基準／「財政」＝財政再生基準を表す。

※単位（万円）未満を四捨五入しています。

問い合わせは、財政課 財政係（直通 ❸74-0723）まで。
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　町税は、福祉や教育、まちづくりなど、健康で豊かな暮らしを支えるための大切な財源です。国民健康保険
税は、医療費を負担し、みなさんの健康を守る事業を運営するための貴重な財源です。町ではこれらの財源を
確保するとともに、納税の公平性を保つため各税の収納に全力を挙げて取り組んでいます。

　納税は、納期内納付が原則です。納期内に収めた方
との公平性を保つために、早期催告を行うとともに財
産調査、差押えを行なっています。
※	なお、滞納している税金には納期限の翌日から完納
までの日数に応じて、延滞金が加算されます。

納期限を守りましょう

　忙しいなどの理由により町税の納付がなかなかでき
ない方のために、金融機関およびゆうちょ銀行（郵便
局）で、指定した預貯金口座から町税を自動的に振替
納付することができます。
※	忙しい方や遠方の方は、口座振替依頼書ダウンロー
ドサービスをご利用ください。
※	口座振替を利用後、金融機関・口座番号等の変更や
解約を希望される場合も届出が必要になります。

納税には口座振替が便利です
　釧路根室管内の全11町村で、税の公平性を確保す
るため設立され、町村に代わって「差押え」や「公売」
などの、税法に基づく強制的な手段により滞納整理を
行なっています。

釧路・根室広域地方税滞納整理機構

町税町税・・国民健康保険税国民健康保険税はは
納期限を守って納期限を守って納めましょう納めましょう

　病気や失業など、やむを得ない事情があり、どうし
ても納期限までに納めることができない場合には、給
料明細やローン明細、通帳など、生活状況がわかるも
のを持参のうえ、早めに納税課まで相談してください。
●税金を滞納すると…
　①督促状が届きます。
　②	勤務先・金融機関・財産の貸借など、利害関係の
ある方へ調査が開始されます。

●未納のまま放置すると…
　①財産の差押えを行います。
　②	差押えしたものは取り立てまたは公売などで現金
化し、滞納税に充てます。

納税に困ったら、早めに相談を

令和５年度差押え実績 132件
（12,878,827円）

延 滞 金 収 納 実 績
税　　　目 令和４年度 令和５年度

町　
税

町　 民　 税 1,569,352円 2,282,251円

固定資産税 399,307円 605,841円

軽自動車税 35,495円 33,300円

国民健康保険税 4,034,729円 4,039,786円

合　　　計 6,038,883円 6,961,178円

令 和 ５ 年 度 実 績（中標津町分）

収納実績
引 継 件 数 30件

収 納 金 額 18,244,487円

差押え等 件　　　　数 19件

問い合わせは、納税課（直通 ❸74-0754）まで。

納税・滞納処分 Ｑ＆Ａ
Q少額滞納でも滞納処分（差押え等）するの？
A 滞納税額の大小は一切関係ありません。たとえ少
額の滞納であっても、差押えの対象としています。
督促状発送日から10日を経過しても納付がない
場合は、滞納処分（差押え等）の対象となります。

Q借金があるから税金が払えない。
A	税金は個人債務（借金）より優先されます。
　	地方税法第14条では、税金はすべての借金など
より優先されると定められていますので、納めら
れない理由にはなりません。

Q税金を滞納して何か不利益があるの？
A	税金を滞納すると、次のような不利益が発生します。
　・高利率（年8.7％）の延滞金がかかります。
　・	補助金や融資などの行政サービスに制限がかか
ります。

　・財産調査が行われ、社会的信用にかかわります。
　・	滞納処分（差押え等）が執行され、あなたの大
切な財産を失う恐れがあります。

Q滞納処分（差押え等）の前に自宅訪問はしないの？
A	税金は納期限内に納付するのが大原則です。法律
では納期限が過ぎても納付できない場合は、財産
を差し押えなければならないと定められており、
自主的な納付を進めるため、それまでに必ず督促
状などの通知が送付されていますので、基本的に
事前に電話連絡や自宅訪問により納付を催告する
ことはありません。

Q本人の許可なく財産を勝手に調べられた。
　プライバシーの侵害にならないの？
A	税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づ
き、納税課職員はすべての財産に対する調査権限
が発生します。この権限により、調査を受ける勤
務先の事業所・金融機関などの関係機関は、協力
しなければなりません。
　 なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には

抵触しません。



8広報なかしべつ　2024.10

　知床、阿寒摩周、釧路湿原の3つの国立公園とまち
をつなぐ400㎞を超えるロングトレイルコースが10
月５日に開通します。湿原、酪農、カルデラ、畑作、
海をつなぐ変化に富んだエリアがあります。
　トレイルを歩く前には、
北海道東トレイルのホー
ムページから情報を確認
のうえ歩いてください。

北海道東トレイルが開通します�

https://www.nakashibetsu.jp/kurashi/tabunka_kokusai/go_cir/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092356412972

有料広告

高齢者新型コロナワクチン予防接種のお知らせ
　令和６年度から新型コロナワクチン接種は定期接種（Ｂ類疾病）に位置付けられ、65歳以上の高齢者等の
方が接種の対象となりました。中標津町では新型コロナウイルス感染症の重症化予防とまん延防止を目的とし
て、高齢者の新型コロナワクチン予防接種を実施します。
◎対象者・接種期間・実施医療機関は、高齢者インフルエンザ予防接種と同じです。

◎実施医療機関は変更になる場合があります。　問い合わせは、中標津町保健センター　❸72-2733まで。

問い合わせは、北海道東トレイル運営事務局
（川湯ビジターセンター内）　❸080-2128-7689まで。

問い合わせは、経済振興課 地域振興係（CIR直通 ❸74-8400）まで。

対 象 者
（誕生日前日から
接種可能です）

①65歳以上の中標津町民で接種を希望される方
　※�マイナンバーカード・保険証・免許証など、住所・氏名・生年月日を証明できるもの
をご持参ください。

②�60歳～64歳の中標津町民で、心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫機能に障がいのある方（身体障がい者手帳１級程度）で、接種を希望される方
　※身体障がい者手帳をご持参ください。

接種期間
令和６年10月１日㈫～令和７年１月31日㈮　
※�ワクチン入荷をもとに接種を開始しますので、詳細日程等は各医療機関へお問い合わせ
ください｡

接種料金
（助成回数）

①対象者　2,800円（１回のみ助成）
　※接種料金　15,300円のうち、国が8,300円、町が4,200円を助成します。
②生活保護世帯の対象者（１回のみ全額助成）
　※�事前に中標津社会福祉事務出張所（❸72-2161）に連絡し、「生活保護受給証明書」を
準備してください。この証明書は、ほかの高齢者予防接種（インフルエンザ・肺炎球菌）
と同時期に接種する場合、コピーして使用できます。

実施医療機関
　※原則予約

＊町立中標津病院（❸72-8200）　　　　　　　＊石田病院（❸72-9112)
＊なかしべつ内科クリニック(❸72-2516)　　　＊中標津脳神経外科（❸73-1500)

　令和６年８月、ＣＩＲ２人が中標津町に着任しました。ＣＩＲは「Coordinator	for	International	
Relations」の略称で、日本語では「国際交流員」と呼称します。中標津町へのＣＩＲの着任は初めてです。
　着任したのは、ベトナム出身のグエン	ズイ	ハイ	グエンさんと、キルギス出身のカチキンバエフ	セイテク
さんです。お二人は経済部	経済振興課	地域振興係に配置され、中標津町に在住する日本人と外国人の交流や
多文化共生の推進、外国人も住みやすい町づくりなどに活躍いただきます。
　外国の方はもちろん、企業や団体、町内会などの「わからないことや悩み」の解消にも取り組みます。外国

人・日本人問わず、どうぞ積極的にご相談ください。
　詳しくは、中標津町のホームページや国際交流フェイスブック
をご覧ください。

ＣＩＲＣＩＲ（国際交流員）（国際交流員）が着任しました�が着任しました�

◆町ホームページ

◆国際交流フェイスブック

ホームページ
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※�就業場所の関係で住民票を動かさずに住所地以外の認可保育所等を希望される場合は、市町村間での協議が
必要になりますので必ず11月29日㈮までに双方の市町村担当課へご相談ください。なお、年度途中からの
利用はできませんのでご了承ください。

　以下の対象施設では、来年４月以降に新規入園希望（育児休業等後の復職による年度途中の入園を含む）のお
子さんの申し込みを受け付けます。希望される保護者の方は、次のとおり、受付期間内に申込書等を提出してく
ださい。

新入園児募集令和７年度

※�第１希望の園にあわせてお申し込みください。利用定員を超え第２希望の園に入所となる時には、その
園と認定区分によって不足する必要な書類を提出していただきます。

詳しくは、子育て支援課 保育給付係（直通 ❸74-0894）まで。

認定区分 １号認定 ２号認定 ３号認定

年 齢

満３歳以上（R5.4.1以前生まれ※）

３歳以上

（R4.4.1以前生まれ）

満３歳未満（R4.4.2以降生まれ）
※�満３歳児クラス(R4.4.2～R5.4.1
生まれ)のお子さんの申し込み
については、園により募集内容
が異なるため事前に各園へご
確認ください。

町立保育園・かぽの・くるり・計根別
：生後６か月から入所可

泉保育園
：満１歳から入所可　　

対象施設

【幼稚園】
　計根別幼稚園
【認定こども園】
　愛光幼稚園・カトリック幼稚園・
　ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園

【認可保育園】
　町立保育園・泉保育園
【認定こども園】
　愛光幼稚園・カトリック幼稚園・
　ひかり幼稚園・第2ひかり幼稚園

【認可保育園】
　町立保育園・泉保育園
【地域型保育事業所】
　�こども園かぽの・くるり中標津
　計根別家庭的保育所

対 象 者
入所要件

特になし

※先着順の園もあります。

保育の必要性があり、保育所等での保育を希望する就学前の子ども
□就労（月60時間以上）　□虐待やDVのおそれがある
□就学（職業訓練校等による職業訓練を含む）　□保護者の疾病、障害
□同居または長期入院している親族などの介護・看護　など
※その他の要件については子育て支援課へご相談ください。
※�定員を超えた申し込みがある場合は、優先度が高いお子さんから
入所を決定します（先着順ではありません）。

願書配布
開 始 日

10月15日㈫～
※計根別幼稚園は11月１日㈮～
　土・日・祝日を除く�　　　　　

10月15日㈫～
土・日・祝日を除く

申請書類
配布場所

入園を希望する幼稚園
入園を希望する認定こども園

【認可保育園】
子育て支援課（役場１階窓口④番）
【認定こども園】
入園を希望する認定こども園

子育て支援課

（役場１階窓口④番）

受付期間
11月１日㈮～　各園期日による
※計根別幼稚園は11月22日㈮まで
土・日・祝日を除く��　　　　　

11月１日㈮～11月29日㈮まで
土・日・祝日を除く

受付時間 各園の開所時間による ８時30分～17時15分
申し込み先 入園を希望する幼稚園・認定こども園 子育て支援課保育給付係（役場１階窓口④番）

提出書類

□「その他各園指定書類」

□「教育・保育給付認定申請書」
　（各幼稚園で配布します）。

【認可保育園・地域型保育事業所のみ】
□「保育所入所申込書」(子育て支援課で配布します)。
【認定こども園のみ】
□「その他各園指定書類」（各園で配布します）。
【共　通】
□「教育・保育給付認定申請書」
□個人番号確認に係る本人確認書類（申請保護者１人分のみ）
□就労証明書等（保護者全員分）入所要件を証明する書類�※１
　（※就労以外の要件に該当する方は役場子育て支援課へご相談ください。）

そ の 他

※１�令和７年４月以降に雇用（予定含む）があることが確認できる就労証明書が必要です。申し込み時
に発行できない場合は、２月の面接時に確認させていただきます。現在就労していない方は、就労
後の提出になります。

※２�町立中標津保育園では、障がい児保育等特別保育を実施しています。受入に際しましては定員並
びに特別保育の入所基準がありますので、11月29日㈮までに子育て支援課へ直接申込書を提出
してください。
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ペットの災害対策

詳しくは、総務課 防災係（直通 ❸74-0768）まで。

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　災害が起こったときに最初に自身や家族の安全確保を行うことはもちろん、ペットの安全
確保についても普段から備えておく必要があります。
　いざという時に慌てないように、ペットに基本的なしつけをし、備えておき、避難する時
は、ペットと一緒に避難（同行避難）できるよう、日ごろからキャリーバッグやゲージに慣
れさせておくことも必要です。
　また、避難所等においては、自治体の指示に従い、ルールを遵守し、ほかの避難者に迷惑
をかけないようにしましょう。

ワンポイント防 災 第112回
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問い合わせは、政策推進課 ふるさと応援係（直通 ❸74-0727）まで。

ふるさと納税返礼品の取扱事業者を募集しています！

提供事業者の主な要件
　⑴本町の地元特産品等を取り扱っている法人や個人事業者などであること。
　⑵納期到来分の町税等を滞納していないこと。
　⑶ホームページやパンフレットなどの製作や宣伝に協力ができること。
　⑷商品情報の開示が可能であること。
　⑸国が定める地場産品の基準を満たしていること。　ほか

　⑴全国の寄附者に自社の商品をＰＲすることで、新たな顧客の獲得をめざすことができます。
　⑵	町が提携するふるさと納税ポータルサイトに商品の画像、商品名、事業者名が掲載されるため、広告
効果が期待できます。

　⑶寄附者へ返礼品を発送する際に、自社パンフレット等を同封し、返礼品以外の商品もＰＲが可能です。

　中標津町では、全国各地へまちの特産品や観光資源の魅力を伝えることで、関係人口・交流人口の拡大をめ
ざし、返礼品をさらに充実させるために、ふるさと納税返礼品の提供事業者を随時募集しています。要件の一
部を以下のとおり掲載しますので、関心のある事業者・生産者様は、政策推進課ふるさと応援係まで、お気軽
にご相談ください。

提供事業者のメリット

　町内認定店の特色を生か
した限定メニューは公式Ｓ
ＮＳで紹介しています。
　ぜひ、“今しか食べら
れない旬のメニュー”を
チェックして楽しんでくだ
さい！

「旬の食材を活かした料理」提供店

問い合わせは、なかしべつ旬の食材活用推進協議会【事務局：経済振興課 観光振興係（直通 ❸74-0464）】まで。

·炙りや�達磨	 ·板前料理�はねだ	 ·鮨�わたなべ	 ·食事どころとらや
·炭火焼肉�雅々	 ·そば処�富貴庵	 ·創作ダイニングNORTHKITＣHEN
·中国料理�大和殿	 ·東龍門	 ·ほ食堂	 ·焼肉酒菜○まる
·むらかみうどん	 ·炉ばた�開陽台� （順不同）

食欲の秋到来！秋の限定メニューがスタートします食欲の秋到来！秋の限定メニューがスタートします
10月～12月はプリっとした食感の「イカ」、10月～12月はプリっとした食感の「イカ」、
身が引き締まり旨味が凝縮した「秋鮭」が身が引き締まり旨味が凝縮した「秋鮭」が

限定メニューとなって登場！限定メニューとなって登場！

中標津町4月広報広告　サイズ／横180mm×縦50mm

10月号　2024年9月6日入稿締め切り

中標津町東5条南１丁目1番地13 ピアビル2F

0153-74-8727
学伸舎グループ ●学伸舎 弟子屈スクール ●学伸舎 標茶スクール ●リアレイス 中標津

小学５年～中学３年

体験学習中は1回90分（全2回） 受付時間 月曜日～金曜日の平日１０時～２０時まで

公式インスタグラムで
リアレイスの教室や
学習のポイントなどを
紹介しています！

ホームページ

お問い合わせ
お申し込みは
ホームページ
またはお電話へ

無料体験学習
対象学年

学習時間

受 付 中

有料広告
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問い合わせは、政策推進課 協働推進係（直通 ❸74-0728）まで。

　西竹町内会では、宝くじの助成金により自走式草刈機、発電機、物置等の町内会活動用備品を整備しました。
　この事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を
財源に実施しているコミュニティ助成事業で、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域
社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として行われているものです。
　今回の整備によって、西竹町内会の環境整備や各種行事などの充実を図ることができ、地域コミュニティの
更なる活性化が期待されます。

【その他】 ◆ポータブル音響セット（１式）　　◆スタッキングアルミベンチ（６台）

整備備品

「宝くじの助成金」で
町内会活動用備品を整備しました

●自走式草刈機（３台） ●発電機（１台） ●物置（１棟）

主催：中標津町牛乳消費拡大推進委員会

【投稿ハッシュタグ】
#北海道中標津町牛乳で乾杯条例１０周年冬

第４弾
予告

3,000円相当分
中標津町乳製品詰め合わせプレゼント

牛乳で乾杯！
ミルクフォトでなかしべつを

全国に発信しよう！

20名
様に

【投稿 シ タグ】

後援：中標津町農業協同組合、計根別農業協同組合

様に

2024

製品詰め合
24 金

わせプレゼン合わ

金 金応募期間

お問い合わせ：農林課畜産係まで（TEL 74-0494）
詳細：中標津町ホームページをご確認ください
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保育園や幼稚園、小学校の集団生活に備えて、
予防接種はお済みですか？

問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 母子健康係（❸72-2733）まで。

中標津町保健センター 健康推進課 母子健康係
健康　 いちばん 子どもの予防接種

　予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするためにワクチンを接種する
ことをいいます。ワクチンを接種した人が病気にかかるのを予防したり、人に感染させてし
まうことを防ぐことを主な目的としています。感染症の重症化や合併症を予防するためには、
早めにワクチン接種を開始し、免疫をつけていきましょう。
　予防接種は、町立中標津病院で接種となります。インターネットでの予約が必要です。
　詳しくは町立中標津病院ホームページ（右記ＱＲコード）をご参照ください。

　麻疹・風疹（ＭＲ）混合ワクチンの第２期接種対象期間は小学校就学前の１年間です。
　令和７年３月31日までに接種できなければ、４月１日から有料での接種になりますので、接種
対象期間に忘れずに受けましょう！

　集団生活に入る前に予防接種を受けることで免疫力をつけることができ、感染して
も症状が軽く済む、周りの人にうつさない、感染症から自分の身を守ることができます。

（令和７年（2025年）４月から小学校に通うお子さんが対象です）

対象：平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれのお子さん

まずは母子健康手帳を確認しましょう!!

小学校入学前の定期予防接種について

資源一時保管庫の利用方法
　新聞・雑誌・段ボールの古紙類は必ずひもで十文字に縛ってから資源一時保管庫に入れてください。ばらば
らになっていると収集することができません。
　また、新聞・雑誌・段ボール以外のごみは資源一時保管庫に入れることができませんので、お間違えの無い
ようお願いします。なお、資源一時保管庫の設置場所は「ごみの分け方・出し方パンフレット」や中標津町ホー
ムページにも掲載しています。

問い合わせは、生活課 環境衛生係（直通 ❸74-0890）まで。

資源一時保管庫

↑ひもで縛っていない段ボールの一例
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　中標津町では町民のみな
さんへ緊急的に情報提供が
必要な場合に備え、中標津
町緊急情報メール（キキボ
ウ）にて情報発信を行う体
制を整備しています。
　登録については、次のア
ドレスに空メールを送信し
てください。
nakashibetsu@
raiden.ktaiwork.jp

■中標津町役場
　計根別支所
　❸78-2211
■中標津町保健センター
　❸72-2733
■中標津警察署
　❸72-0110
■中標津消防署
　❸72-2181
■中標津町立病院
　❸72-8200
■中標津保健所
　❸72-2168

くらしくらし
のの

ひろばひろば
Information
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からだをきたえしあわせな家庭にしましょう（町民憲章より）
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な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
手
続
き
で

あ
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時
夜
間
窓
口

10
月
16
日
㈬　
18
時
～
19
時
45
分

休
日
窓
口

10
月
27
日
㈰　
９
時
～
17
時

問
住
民
保
険
課
戸
籍
住
民
係

❸
（
７
４
）
０
８
４
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
受
付

︵
個
宅
訪
問
︶に
つ
い
て

　
申
請
が
お
済
み
で
な
い
み
な
さ
ま
の
た
め
、
職

員
が
以
下
の
日
程
で
お
宅
に
う
か
が
い
申
請
を
お

手
伝
い
し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
お
電
話

に
て
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

時
①
10
月
22
日
㈫
～
25
日
㈮　
９
時
30
分
～
16
時

　
②
11
月
12
日
㈫
～
15
日
㈮　
９
時
30
分
～
16
時

締
①
10
月
18
日
㈮

　
②
11
月
12
日
㈫

※
定
員
に
到
達
し
た
時
点
で
、
予
約
締
め
切
り
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
の
都
合
上
、
ご
希
望
に
添

え
な
い
時
間
で
の
訪
問
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

問
住
民
保
険
課
戸
籍
住
民
係

❸
（
７
４
）
０
８
４
６

年
金
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　
釧
路
年
金
事
務
所
の
年
金
相
談
所
が
次
の
日
程

で
開
設
さ
れ
ま
す
。
相
談
は
完
全
予
約
制
で
す
。

時
11
月
６
日
㈬　
13
時
～
17
時

11
月
７
日
㈭　
９
時
～
14
時

所
中
標
津
町
役
場　
１
階
１
０
１
会
議
室

申
釧
路
年
金
事
務
所

❸
０
１
５
４
（
２
５
）
１
５
２
１

※
電
話
を
か
け
る
と
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
。
最

初
の
案
内
で
「
１
」
を
、
次
の
案
内
で
「
２
」

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
お
客
様
相
談
室
に
つ
な

￥
20
～
69
歳
:
２
，
７
０
０
円

70
～
74
歳
:
１
，
３
０
０
円

中
標
津
町
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
、
生
活
保
護
世
帯
の
方
:
無
料

締
10
月
15
日
㈫

他
受
診
す
る
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
検
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

子
宮
頸け

い

が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ︵
11
月
分
︶

時
11
月
５
日
㈫
～
27
日
㈬
の
毎
週
火
・
水
曜
日

　
※
受
付
は
８
時
30
分
～
11
時

所
町
立
中
標
津
病
院

内
頸
部
細
胞
診
、膣
エ
コ
ー
検
査
（
希
望
者
の
み
）

対
20
歳
以
上
の
女
性

　
（
検
診
の
間
隔
は
２
年
に
１
回
）

￥
２
，
０
０
０
円
（
70
歳
以
上
１
，
３
０
０
円
）

　
膣
エ
コ
ー
検
査
は
１
，
７
６
０
円

締
10
月
15
日
㈫

他
受
診
す
る
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
検
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

中
標
津
町
食
生
活
改
善
協
議
会
主
催　

生
涯
骨
太
ク
ッ
キ
ン
グ
教
室
の
ご
案
内

時
11
月
22
日
㈮　
10
時
30
分
～
13
時

所
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

内
低
栄
養
、
フ
レ
イ
ル
、
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
を

目
的
と
し
た
メ
ニ
ュ
ー
の
調
理
実
習

対
中
標
津
町
民

定
12
人
（
先
着
順
）

￥
無
料

持
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
筆
記
用
具

締
11
月
15
日
㈮

問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

健　
康

国
保
人
間
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ

所
町
立
中
標
津
病
院
、
石
田
病
院
、
釧
路
が
ん
検

診
セ
ン
タ
ー

期
町
立
中
標
津
病
院

　
　
令
和
７
年
１
月
31
日
ま
で

石
田
病
院
・
釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

　
　
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

内
問
診
、診
察
、身
体
計
測
（
身
長・体
重・腹
囲
）、

血
圧
測
定
、
尿
検
査
、
血
液
検
査
、
心
電
図
検

査
、
胃
部
内
視
鏡
、
腹
部
超
音
波
、
便
潜
血
検

査
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

　
※
そ
の
他
、
医
療
機
関
に
よ
り
追
加
検
診
が
可

能
な
場
合
が
あ
り
ま
す
（
別
途
料
金
）。

対
中
標
津
町
国
民
健
康
保
険
に
１
年
以
上
継
続
加

入
し
、
前
年
度
ま
で
の
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
世
帯
の
40
～
74
歳
の
方

定
若
干
名
（
先
着
受
付
順
）

　
※
年
度
内
に
特
定
健
診
を
受
け
た
方
は
、
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

￥
40
～
69
歳
:
１
１
，
０
０
０
円

70
歳
以
上
:　
７
，
０
０
０
円

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

骨
粗
鬆し

ょ
う

症
検
診
の
お
知
ら
せ
︵
11
月
分
︶

時
11
月
５
日
㈫
～
28
日
㈭
の
毎
週
火
～
木
曜
日　

※
受
付
は
10
時
30
分
～
11
時

所
町
立
中
標
津
病
院

内
問
診
、
骨
密
度
測
定
（
腰
椎
・
大
腿
（
太
も
も)

骨
）、
診
察

　
※
内
服
治
療
中
の
方
は
主
治
医
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

対
20
歳
以
上
の
方

定
１
日
２
人
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広報なかしべつ　2024.10

な
福
祉
活
動
や
災
害
時
の
支
援
な
ど
に
役
立
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
み
な
さ
ん
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

期
10
月
１
日
㈫
～
12
月
31
日
㈫

問	

中
標
津
町
共
同
募
金
委
員
会
事
務
局
（
中
標
津

町
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

　
❸
（
７
９
）
１
２
３
１

事
業
者
向
け　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
年
雇
用
支
援
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

　

根
室
管
内
４
町
通
年
雇
用
促
進
協
議
会
で
は
、

事
業
主
の
方
を
対
象
に
『
成
長
を
支
え
る
人
材
戦

略
と
は
』
と
題
し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

企
業
の
持
続
可
能
な
発
展
を
支
え
る
た
め
に
、
人

材
定
着
は
不
可
欠
で
す
。
離
職
率
の
低
減
を
図
る

た
め
の
人
材
管
理
と
は
何
か
等
、
最
新
情
報
を
交

え
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
は
個
別
相
談
も
申

し
受
け
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

時
10
月
24
日
㈭　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

　
※
個
別
相
談
は
15
時
30
分
～
16
時
30
分

所
中
標
津
経
済
セ
ン
タ
ー　
な
か
ま
っ
ぷ

　
２
階
多
目
的
ホ
ー
ル

内	

『
成
長
を
支
え
る
人
材
戦
略
と
は
』

講
望
月　
英
詞	

氏
（
社
会
保
険
労
務
士
）

　
　
セ
ン
ト
ラ
ル
法
令
オ
フ
ィ
ス

定
20
人

￥
無
料

締
10
月
23
日
㈬

申	

問
根
室
管
内
４
町
通
年
雇
用
促
進
協
議
会

　
❸
❹
（
７
２
）
６
７
８
９

　

	

メ
ー
ル　

n4cho-tsuunen-koyou@

　

bz03.plala.or.jp

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
等　
　
　

発
売
の
お
知
ら
せ

　
「
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
」
と
「
ハ
ロ

ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
」
が
、
全
国
で
２
種
類
同

時
に
発
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
地
域
経

済
活
性
化
や
環
境
保
全
な
ど
、
地
域
住
民
の
明
る

く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

期	

９
月
17
日
㈫
～
10
月
17
日
㈭

内	

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

　
　
賞
金　
１
等
３
億
円　
12
本
ほ
か

　
　
　
　
　
（
１
等
前
後
賞
各
１
億
円
）

　
　
※	

当
選
本
数
は
発
売
総
額
３
６
０
億
円
・

　
　
　
12
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

　
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

　
　
賞
金　
１
等
３
，
０
０
０
万
円　
50
本
ほ
か

　
　
　
　
　
（
１
等
前
後
賞
各
１
，
０
０
０
万
円
）

　
　
※	

当
選
本
数
は
発
売
総
額
１
５
０
億
円
・

　
　
　
５
ユ
ニ
ッ
ト
の
場
合

他	

抽
選
日
は
10
月
25
日
㈮

介
護
の
魅
力
発
信
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す

　
中
標
津
町
内
の
介
護
事
業
所
・
訪
問
看
護
・
訪

問
リ
ハ
ビ
リ
に
よ
る
写
真
を
展
示
し
ま
す
。
介
護

の
仕
事
に
興
味
あ
る
方
も
そ
う
で
な
い
方
も
、
一

度
覗
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
み
な
さ
ん
の
お
越
し
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
！

時
10
月
27
日
㈰　
11
時
～
15
時

所
東
武
サ
ウ
ス
ヒ
ル
ズ
（
特
設
会
場
）

催	
中
標
津
町
介
護
保
険
事
業
者
協
議
会

問
中
標
津
り
ん
ど
う
園

　
❸
（
７
３
）
５
３
３
５

　

	

中
標
津
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
役
場
内

介
護
保
険
課
６
番
窓
口
）

　
❸
（
７
４
）
０
８
６
７

下
水
汚
泥
た
い
肥「
環
甦
」の
配
布
に
つ
い
て

　
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
を
目
指
す
取
り
組
み

と
し
て
、
秋
用
た
い
肥
（
下
水
汚
泥
た
い
肥
）
の

配
布
を
行
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
、
た
い
肥

袋
（
肥
料
袋
等
）
を
ご
持
参
の
う
え
お
越
し
く
だ

さ
い
。（
家
庭
の
花
壇
、
葉
物
野
菜
等
の
補
助
肥

料
に
適
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
）。

時
10
月
９
日
㈬
～
18
日
㈮

　
10
時
～
15
時
（
土
日
含
む
）

所	

中
標
津
下
水
終
末
処
理
場
（
東
35
条
北
６
丁
目

１
番
地
）

問	

上
下
水
道
課	

下
水
道
係

　
❸
（
７
４
）
０
９
７
２

下
水
道
係
か
ら
の
お
願
い

　
下
水
道
管
の
つ
ま
り
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

天
ぷ
ら
油
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
等
は
、
つ
ま

り
の
元
と
な
る
た
め
流
さ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
飲
食
店
で
は
排
水
設
備
の
定
期
清
掃

の
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。

問	

上
下
水
道
課	

下
水
道
係

　
❸
（
７
４
）
０
９
７
２

院院長長 久久野野木木健健仁仁

00115533--7722--22551166

中標津町西5条北2丁目２受受付付時時間間 ：： 月月～～金金曜曜日日  

77：：0000～～1111::0000 // 1133::0000～～1155::3300

イインンフフルルエエンンザザワワククチチンン接接種種

1144：：0000～～1166：：0000

信頼されるかかりつけクリニックを目指して、高血
圧，糖尿病などの生活習慣病や風邪などの内科診
療一般、経鼻胃カメラ検査などに対応しています。
予約なしでも診察可能です。

健康診断や嘱託産業医についてもご相談ください。

インフルエンザワクチンの接種は小小学学生生から

行います。
ワクチンは予約が必要ですのでお電話か下記QR
コードからご予約ください。
※ 高齢者施設での集団接種についてはお電話でご相談く
ださい。

診療科目：内科，消化器内科

日本消化器病学会認定 消化器病専門医

日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医

日本医師会 認定産業医

有料広告
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※
	広
報
紙
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
ご
希
望
の
方
は
、

デ
ー
タ
(JPEG

)で
提
供
し
ま
す
の
で
総
務
課
	

広
報
調
査
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

広
報
中
標
津
は
、
環
境
保
護
の
た
め
道
産
間
伐
材
と
古
紙
を
配
合
し
た
用
紙
お

よ
び
100%

植
物
油
型
イ
ン
キ「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
100」を

使
用
し
て
い
ま
す
。

ひとのうごき

■
発

行
／

中
標

津
町

役
場

 総
務

部
総

務
課

 広
報

調
査

係
　

〒
086-1197 北

海
道

標
津

郡
中

標
津

町
丸

山
2丁

目
22番

地
　
❸

0153-74-0763 ❹
0153-73-5333

　
中

標
津

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 https://w

w
w

.nakashibetsu.jp　
Q

Rコ
ー

ド
は

㈱
デ

ン
ソ

ー
ウ

ェ
ー

ブ
の

登
録

商
標

で
す

　
お

問
い

合
わ

せ
は

、ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

下
段

の『
お

問
い

合
わ

せ
』よ

り
（
毎
月
６
日
発
行
）

広
報

№
742

中
標
津

町の人口
男
女

世帯数

　９月上旬には「じゃがいも伯爵祭り」
「まちなか賑わい秋の陣」の２つの大き
なイベントが開催されました。今年は両
イベントともに晴天に恵まれ来場者も多
く賑わいを見せていました。各イベント
ともに「いも掘り体験」や「叩き売り」等、
夏祭りと違った特色がありますので、次
回の開催のときにはぜひお越しください。

今月の表紙 ８月31日現在住民登録人口　※（　　）内は前月比

22,306（－  19） 【うち外国人 298（＋  4）】
11,019（－  18） 【うち外国人 151（＋  2）】
11,287（－    1） 【うち外国人 147（＋  2）】
11,529（－  14）

誕生 12（－  3）
死亡 22（＋  3）
転入 55（－ 13）
転出 64（－  2）

● インフルエンザワクチン ●

● 新型コロナワクチン ●

１．定期通院中の方
　接種期間　10月７日㈪～　終了日未定（在庫がなくなり次第）
　接種方法　定期通院日に受診科の受付窓口へ接種希望の旨お申し出ください。
　※�接種期間中に定期通院がない場合、または定期通院前に接種を希望される場合は、
以下「おとな一般」枠で接種をお受けください。

２．おとな一般の方（高校生以上）　完全予約制
　※詳しくは病院ホームページまで。

３．こども一般の方（中学生以下）　完全予約制
　※詳しくは病院ホームページまで。

－料金－�※税込み
　・おとな（高校生以上）：4,200円/回（65歳以上の方は、1,600円）
　・こども（３歳以上）　：3,600円/回
　・こども（３歳以未満）：2,900円/回

１．定期通院中の方
　接種期間　10月７日㈪～　終了日未定（在庫がなくなり次第）
　接種方法　定期通院日に受診科の受付窓口へ接種希望の旨お申し出ください。
　※�接種期間中に定期通院がない場合、または定期通院前に接種を希望される場合は、
以下「おとな一般」枠で接種をお受けください。

２．おとな一般の方（高校生以上）　完全予約制
　※詳しくは病院ホームページまで。

－料金－�※税込み
　・おとな（高校生以上）：15,300円/回（65歳以上の方は、2,800円）

３．使用ワクチン
　メーカー　ファイザー
　品　　名　コミナティ筋注シリンジ

インフルエンザワクチンおよび
新型コロナワクチンの接種について

　町立中標津病院では、今季のインフルエンザワクチン接種を10月７日㈪から開始します。定期通院中
の方は、これまでどおり通院時に接種することができますが、定期通院中以外の方（一般の方）は、完全
予約制となっています。詳しくは町立中標津病院ホームページよりご確認ください。
　また、今季からインフルエンザワクチンの接種期間に合わせて、新型コロナワクチンの接種を新たに開
始しています。新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能ですので、一度のご
来院でまとめて接種を受けることができます。
※新型コロナワクチンに関する各種情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

問い合わせは、町立中標津病院 医事課  ❸７２－８２００まで。

町立中標津病院からのお知らせ

　なかしべつ内科クリニッ
ク（旧富沢内科医院）では、
インフルエンザワクチンに
限り、大人への接種のほか、
小学生への接種も行なって
います。
　詳しくは「なかしべつ内
科クリニック」ホームペー
ジへ。


